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2

宇
宙
関
係
条
約
関
連
法
令
参
照
条
文

ω
　
損
害
賠
償
条
約
関
連

。
民
法
（
明
治
二
十
九
年
法
律
第
八
九
号
）

　
　
第
五
章
　
不
法
行
為

（
不
法
行
為
の
要
件
）

第
七
〇
九
条
　
故
意
又
ハ
過
失
二
因
リ
テ
他
人
ノ
権
利
ヲ
侵
害
シ
タ
ル
者
ハ
之

　
二
因
リ
テ
生
シ
タ
ル
三
三
ヲ
賠
償
ス
ル
責
任
二
三
ス

（
精
神
的
損
害
に
対
す
る
慰
謝
料
）

第
七
』
○
条
　
他
人
ノ
身
体
へ
自
由
又
ハ
名
誉
ヲ
害
シ
タ
ル
場
合
ト
財
産
権
ヲ

　
害
シ
タ
ル
場
合
ト
ヲ
問
ハ
ス
前
条
ノ
規
定
二
依
リ
テ
損
害
賠
償
ノ
責
’
二
三
ス

　
ル
者
ハ
財
産
以
外
ノ
損
害
二
対
シ
デ
モ
其
賠
償
ヲ
為
ス
コ
ト
ヲ
要
ス

（
生
命
侵
害
に
対
す
る
慰
謝
料
）

第
七
一
一
条
　
他
人
ノ
生
命
ヲ
害
シ
タ
ル
者
ハ
被
害
者
ノ
父
母
、
配
偶
者
及
ヒ

　
子
二
対
シ
テ
ハ
，
其
財
産
権
ジ
害
セ
ラ
ゾ
サ
リ
シ
場
合
二
於
テ
モ
損
害
ノ
賠
償

　
ヲ
為
ス
コ
ド
ヲ
要
ス
＼

（
使
用
者
の
責
任
）

第
七
一
五
条
　
或
事
業
ノ
為
メ
ニ
他
人
ヲ
使
用
ス
ル
者
ハ
被
用
者
力
其
事
業
ノ

　
執
行
篇
加
ヘ
タ
ル
損
害
ヲ
賠
償
ス
ル
三
二
任
ス
但
使
用
者
力
被
用
者
ノ
選
任

　
及
ヒ
其
事
業
ノ
監
督
ニ
ツ
キ
相
当
ノ
注
意
ヲ
為
シ
タ
ル
ト
キ
又
ハ
相
当
ノ
注

．
意
ヲ
為
ス
モ
損
害
三
生
ス
ヘ
カ
リ
シ
ト
ギ
囚
此
限
二
三
ラ
ズ
．
．
、

2
使
用
者
三
代
ハ
リ
テ
事
業
ヲ
監
督
ス
ル
者
モ
亦
前
項
ノ
三
二
任
ス

3
前
二
項
ノ
規
定
ハ
使
用
者
又
ハ
監
督
者
ヨ
リ
被
用
者
二
対
ス
ル
求
償
権
ノ
行
〆

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
μ
楠
O
i

、
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使
ヲ
妨
ケ
ス

　
（
土
地
の
工
作
物
等
の
占
有
者
及
び
所
有
者
の
責
任
）

第
七
一
七
条
　
土
地
ノ
工
作
物
ノ
設
．
置
又
ハ
保
存
二
浜
玉
ア
ル
ニ
因
リ
テ
他
人

　
二
損
害
ヲ
生
シ
．
タ
ル
ト
キ
ハ
其
工
作
物
Z
電
影
者
か
被
害
者
二
対
シ
テ
損
害

　
賠
償
ノ
責
二
任
ス
但
占
有
者
力
損
害
ノ
発
生
ヲ
防
止
ス
ル
ニ
必
要
ナ
ル
注
意
、

　
ヲ
為
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
其
損
害
ハ
．
所
有
者
之
ヲ
賠
償
ス
ル
コ
ト
ヲ
要
ス

．
2
前
頂
ノ
規
定
ハ
竹
木
ノ
栽
植
又
ハ
支
持
二
最
疵
ア
ル
場
合
二
之
ヲ
準
用
ス
「

」
3
前
二
項
ノ
場
合
二
七
テ
他
醤
損
害
ノ
原
因
二
尊
キ
其
責
二
任
ス
ヘ
キ
者
ア
ル

　
ー
キ
ハ
占
毒
素
此
所
底
上
之
二
対
シ
テ
求
償
権
ヲ
行
使
ス
言
ト
ヲ
得
婁

．
（
共
同
不
法
行
為
）

．
第
七
一
九
条
　
数
人
労
共
同
ノ
不
法
行
為
二
因
リ
テ
他
人
三
損
害
ヲ
加
ヘ
タ
ル

　
ト
キ
ハ
各
自
連
帯
ニ
テ
其
賠
償
ノ
責
二
任
ス
共
同
行
為
者
中
ノ
敦
レ
三
三
損

　
害
ヲ
加
ヘ
タ
ル
カ
ヲ
知
．
ル
コ
ト
能
（
サ
ル
ト
キ
亦
同
シ

2
、
教
唆
者
及
・
ヒ
報
助
者
ハ
之
ヲ
共
同
行
為
者
ド
四
這
．
ス

　
（
損
害
賠
償
の
方
法
、
過
失
相
殺
）
・
、

第
七
二
二
条
　
第
四
百
十
七
条
く
債
務
不
履
行
■
に
澄
け
る
損
害
賠
償
の
方
法
V
　
勢

、
ノ
親
定
（
不
法
行
為
二
こ
口
損
害
ノ
．
賠
償
二
之
．
ヲ
準
用
ス
・

・
2
被
害
者
二
過
失
ア
・
リ
タ
ル
ト
キ
ハ
裁
判
所
ハ
9
損
害
賠
償
ノ
額
ヲ
定
ム
ル
ゴ
付

　
キ
之
ヲ
陰
野
ス
ル
コ
ト
ヲ
得

　
（
損
害
賠
償
請
求
権
の
消
去
時
効
）

第
七
二
四
回
忌
不
法
行
為
』
因
ル
損
害
賠
償
ノ
請
求
権
ハ
被
害
者
又
ハ
其
法
定

　
代
理
人
力
損
害
及
ヒ
加
害
者
ヲ
知
り
タ
ル
時
ヨ
サ
．
三
年
間
之
ヲ
行
ハ
サ
ル
ト

　
キ
ハ
時
効
」
二
因
リ
テ
消
滅
ス
不
法
行
為
ノ
時
ヨ
．
リ
ニ
十
年
ヲ
経
過
シ
タ
ル
ト

　
キ
四
三
シ

　
↓

　
　
　
　
　
　
’
、
、
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診

。
国
家
賠
償
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
一
二
五
号
）

　
（
公
権
力
の
行
使
に
も
と
ず
く
損
害
の
賠
償
責
任
、
求
償
権
）

第
一
条
　
国
又
は
公
共
団
体
の
公
権
力
の
行
使
に
当
る
公
務
員
が
、
そ
の
職
務

　
を
行
う
に
つ
い
て
、
故
意
又
ぼ
過
失
に
よ
っ
て
違
法
に
他
人
に
損
害
を
加
え

　
た
と
き
は
、
国
又
は
公
共
団
体
が
、
．
こ
れ
を
賠
償
す
る
責
に
任
す
る
。

2
前
項
の
場
合
に
驚
い
て
、
公
務
員
に
故
意
又
は
重
大
な
過
失
が
あ
っ
た
と
き

・
は
、
国
又
は
公
共
団
体
は
、
そ
の
公
務
員
に
対
し
て
求
償
権
を
有
す
る
。

　
（
公
の
営
造
物
の
設
置
管
理
の
蝦
疵
に
も
ど
っ
く
損
害
の
賠
償
責
任
、
求
償
権
）

第
二
条
　
道
路
、
河
川
そ
の
他
の
公
の
営
造
物
の
設
置
又
は
，
管
理
に
霰
疵
が
あ

、
．
つ
た
た
め
に
他
人
に
損
害
を
生
じ
た
と
き
は
、
国
又
は
公
共
団
体
は
、
こ
れ

「
を
賠
償
す
る
責
に
任
す
る
0

2
前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
．
他
に
損
害
の
原
因
に
つ
い
て
責
に
任
ず
べ
き
者
が

　
あ
る
と
き
は
、
国
又
は
公
共
団
体
は
ふ
こ
れ
に
対
も
て
求
償
権
を
有
す
る
。

バ
賠
償
責
任
三
略

．
第
三
．
条
．
、
三
二
条
の
規
定
に
よ
つ
で
国
又
は
公
共
団
体
が
損
害
を
賠
償
す
る
責
、

・
に
任
す
る
場
合
に
澄
い
て
、
公
務
員
の
選
任
若
し
く
は
監
督
又
に
公
／
の
営
造

　
物
の
設
置
若
し
く
は
管
理
に
当
る
者
と
公
務
員
の
俸
給
、
給
与
そ
の
他
ズ
の
費

．
、
三
又
は
公
の
営
造
物
の
設
置
若
し
ぐ
は
．
管
理
の
費
用
を
負
担
す
る
者
と
が
異

．
．
な
る
と
き
ば
、
，
費
用
を
負
担
す
る
者
も
ま
だ
、
そ
の
損
害
を
賠
償
す
る
責
に

　
任
す
る
0

2
前
項
の
場
合
に
憎
い
て
、
菰
野
を
賠
償
し
た
者
は
、
内
部
関
係
で
そ
の
損
害

　
」
を
館
償
す
み
責
任
あ
る
者
に
対
し
て
求
償
権
を
有
す
る
。

一（

ｯ
法
の
適
用
〉

第
四
条
国
又
は
公
共
団
体
の
墾
、
賠
償
の
主
貝
回
に
つ
い
三
揃
三
三
の
規

　
定
に
よ
る
の
外
、
民
法
の
規
定
に
よ
み
O
p

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ー
ド
鱒
刈
一
　
　
　
　
　
　
　
　
　
｝
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（
他
の
法
律
の
適
用
）

第
五
条
　
国
又
は
公
共
団
体
の
損
害
賠
償
の
責
任
に
つ
い
で
民
法
以
外
の
他
の

　
法
律
に
別
段
の
定
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

・
（
相
互
保
証
主
義
）

第
六
条
　
ご
の
法
径
は
、
外
国
人
が
被
害
者
で
あ
る
場
合
に
は
、
．
相
互
の
保
証

　
が
あ
る
と
き
に
限
り
、
之
れ
を
適
用
す
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
噌

。
法
例
（
明
治
三
十
一
年
法
律
第
一
〇
号
〉

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ノ

　
〔
法
律
行
為
の
成
立
及
び
効
力
〕

第
七
条
　
法
律
行
為
ノ
成
立
及
ヒ
効
力
二
付
テ
パ
当
事
者
ノ
意
思
二
従
ヒ
三
三

　
レ
ノ
国
．
ノ
法
種
”
二
依
ル
ヘ
キ
カ
ヲ
定
ム

2
当
事
者
ノ
意
思
力
分
明
ナ
ラ
サ
ル
一
手
キ
ハ
行
為
地
法
二
依
ル

　
〔
法
定
債
権
の
成
立
及
び
効
力
〕

第
十
一
条
　
事
務
管
厘
、
不
当
利
得
又
ハ
不
法
行
為
二
塁
り
・
テ
生
ス
ル
債
権
ノ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

　
成
立
及
ヒ
効
力
ハ
其
原
因
タ
ル
事
実
フ
発
生
シ
タ
ル
地
ノ
法
律
二
依
．
ル

2
前
項
ノ
規
定
ハ
不
法
行
為
二
付
テ
ー
ハ
、
外
国
、
二
選
テ
発
生
シ
タ
ル
事
実
力
日
本

　
　
　
　
　
　
し

　
ノ
法
律
一
聯
レ
ぐ
不
法
．
ナ
ラ
サ
ル
ト
ー
キ
・
沿
之
ヲ
適
用
セ
ス
　
　
　
　
．
，
9

・
3
外
国
二
三
テ
発
生
シ
タ
ル
事
実
相
舞
本
ノ
法
律
二
道
リ
テ
不
法
ナ
ル
ト
キ
ト

　
錐
モ
被
害
者
ハ
日
本
ノ
法
律
三
三
メ
タ
ル
損
害
賠
償
其
他
ノ
処
分
二
三
サ
レ

　
　
ハ
之
ヲ
請
求
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ス

　
　
　
　
　
　
、

。
原
子
力
損
害
・
の
賠
償
に
関
す
る
法
律
・
（
昭
和
三
十
六
年
法
律
第
一
四
七
号
）

　
第
二
章
－
「
原
子
力
損
害
賠
償
責
任

（
無
過
失
責
任
、
責
任
の
集
中
等
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
l
H
b
◎
o
D
l

蟄

3♂

ノ

’

第
三
条
　
源
子
炉
の
運
転
瀞
の
際
三
三
被
原
子
炉
の
運
転
等
に
よ
り
原
子
力
損

　
害
を
与
え
た
と
き
は
、
当
該
原
子
炉
の
運
転
等
に
係
る
原
子
力
事
業
者
が
そ

、
の
損
害
．
を
賠
償
す
る
責
め
に
任
ず
る
○
た
だ
し
、
そ
の
損
害
が
異
常
に
巨
大

　
な
天
災
地
変
反
は
社
会
的
動
乱
に
よ
っ
て
生
じ
た
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
こ

め
限
吻
で
憩
い
9
　
　
、

2
前
項
0
・
揚
－
合
嘔
お
い
て
、
そ
の
損
害
旗
原
子
力
事
業
者
間
の
核
燃
料
物
質
等

　
の
運
搬
に
よ
り
生
じ
た
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
原
子
力
事
業
者
間
に
特

　
約
が
な
加
限
り
（
当
該
核
燃
料
物
質
等
の
発
送
人
で
あ
る
原
子
力
事
業
者
が

　
そ
の
損
害
を
賠
償
す
る
責
め
に
任
ず
る
。

第
四
条
　
前
条
の
場
合
に
お
い
て
は
、
同
条
の
規
定
に
よ
り
損
害
を
賠
償
す
る

　
責
め
に
任
ず
べ
き
．
原
子
力
事
業
者
以
外
の
者
は
、
そ
の
損
害
を
賠
償
す
る
責

　
め
に
任
じ
な
い
0

2
前
条
第
一
項
の
場
合
に
澄
い
て
、
第
七
条
の
二
第
．
二
項
に
規
定
す
る
損
害
賠

F
償
措
置
を
講
じ
て
本
邦
⑳
水
域
に
外
国
原
子
力
L
船
を
立
ち
入
ら
せ
る
原
子
力

　
事
業
者
が
損
害
を
賠
償
す
る
責
め
に
任
ず
べ
き
額
は
、
同
項
に
規
定
す
る
額

　
ま
で
と
す
る
0

3
原
子
炉
の
運
転
等
に
よ
り
生
じ
た
原
子
力
損
害
に
つ
い
て
は
、
商
法
（
明
治

　
三
十
二
年
法
律
第
四
十
八
号
）
第
六
百
九
十
条
第
一
項
及
び
第
七
百
九
十
入

　
条
第
一
項
の
規
定
は
、
，
適
用
し
な
い
○

（
求
債
権
）

第
五
条
　
第
三
条
の
場
合
に
誇
い
て
、
そ
の
損
害
が
第
三
者
の
故
意
に
よ
り
生

　
じ
た
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
同
条
の
規
定
に
乱
り
摂
害
を
賠
償
し
た
原
子
力

　
事
業
者
は
、
そ
の
者
に
対
し
て
求
債
権
を
有
す
る
0

2
前
項
の
規
定
は
、
求
債
権
に
関
し
特
約
を
す
る
こ
と
を
防
げ
な
い
○

ー
ド
N
O
l

〆

’
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鉱
「
業
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
一
、
一
　
八
九
号
）

　
　
　
　
第
一
節
　
賠
償
義
務

．
（
賠
償
義
務
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、

第
一
〇
九
条
　
鉱
物
の
掘
採
の
た
め
の
土
地
の
掘
さ
く
、
坑
水
若
し
く
は
廃
水

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

．
の
放
流
、
捨
石
若
し
く
は
鉱
さ
い
、
た
い
積
算
は
鉱
煙
の
排
出
に
よ
っ
て
他

　
入
に
損
害
を
与
え
た
と
き
ば
、
損
害
の
発
生
の
時
に
お
け
る
当
該
鉱
区
の
鉱

　
業
権
者
ハ
当
該
鉱
区
に
租
鉱
権
が
設
定
ざ
れ
て
い
る
乏
き
に
、
そ
の
租
鉱
区
．

　
に
つ
い
て
は
、
当
該
租
鉱
権
者
）
が
、
損
害
の
発
生
の
箪
笥
に
鉱
業
権
が
三

二
滅
し
．
て
い
る
ど
き
は
、
鉱
業
権
の
消
滅
の
時
に
潮
け
る
当
該
鉱
区
の
鉱
業
権

　
．
者
（
鉱
業
権
の
即
滅
の
時
に
当
該
鉱
業
権
に
租
鉱
権
が
設
定
さ
れ
て
い
た
と

　
き
は
、
そ
の
租
鉱
区
に
ウ
い
て
は
、
当
該
租
鉱
権
者
）
が
、
そ
の
損
害
を
賠

　
　
　
　
　
、

　
噂
す
る
責
に
任
ず
る
。
畠

2
前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
〔
、
損
害
が
二
以
上
の
鉱
区
又
は
租
鉱
区
の
鉱
業
権
者

　
又
は
租
鉱
権
者
め
作
業
に
ポ
つ
で
生
じ
た
と
き
は
、
各
鉱
業
権
三
又
は
租
鉱

　
権
者
は
、
連
帯
し
て
損
害
を
賠
償
す
る
義
務
を
負
う
．
o
旗
嵜
が
二
．
以
上
の
鉱
　
勢

　
・
区
又
は
租
鉱
区
の
鉱
業
権
者
又
は
租
鉱
権
者
の
い
ず
れ
に
よ
っ
て
生
じ
た
か

　
．
を
知
る
ζ
と
が
で
き
な
い
と
き
も
、
同
様
と
す
る
σ
・

3
前
二
項
の
場
合
旧
い
て
、
損
害
の
発
生
め
餐
鉱
業
権
の
譲
漉
が
あ
っ
た

　
と
き
は
、
損
害
の
発
生
の
時
の
鉱
業
権
者
及
び
そ
の
後
の
鉱
業
権
者
が
、
・
損

　
害
の
発
生
の
後
に
租
鉱
権
の
設
定
が
あ
．
つ
た
と
き
は
、
損
害
の
発
生
の
時
の
．

．
鉱
業
権
三
友
び
潰
害
σ
発
生
の
後
に
租
鉱
権
者
と
な
っ
た
者
が
、
連
帯
し
て
，

　
・
損
害
を
賠
償
す
る
義
務
を
負
う
σ
、
　
　
　
　
　
　
　
　
．

4
誌
面
ぱ
第
二
項
σ
規
定
廃
り
租
鉱
権
者
が
墾
、
露
慣
す
妻
湯
合

　
に
お
い
て
は
、
損
害
の
発
生
の
時
当
該
租
鉱
権
が
設
定
さ
れ
て
い
る
鉱
区
の
。

　
鉱
業
権
者
及
び
そ
の
後
の
鉱
業
権
者
が
、
損
害
の
発
生
の
時
既
に
鉱
業
権
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゼ
．
冨
◎
「

3

　
消
減
し
て
い
る
と
き
は
鉱
業
権
の
消
滅
の
時
に
附
け
る
鉱
業
権
者
が
、
租
鉱

　
権
者
と
連
帯
し
て
損
害
を
賠
償
す
る
義
務
を
負
う
0

5
前
四
項
の
規
定
に
．
よ
る
賠
償
に
つ
い
て
は
、
共
同
鉱
業
権
三
又
は
共
同
租
鉱

　
権
者
（
租
鉱
権
を
共
有
す
る
者
を
い
う
。
）
の
義
務
は
、
連
帯
と
す
る
。

。
大
気
汚
染
防
止
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
九
七
号
）

（
無
過
失
責
任
）

第
二
五
条
　
工
場
又
は
事
業
場
に
夢
け
る
事
業
活
動
に
伴
う
健
康
被
害
物
質
（
一

　
ば
い
煙
、
競
走
物
質
又
は
砂
じ
ん
で
、
生
活
環
境
の
み
に
係
惹
被
害
を
生
ず

　
る
論
そ
れ
が
あ
る
物
質
と
し
て
政
令
で
定
め
る
も
の
以
外
の
も
の
を
い
う
。

　
以
下
こ
の
章
に
澄
い
て
同
じ
。
）
の
大
気
中
へ
の
排
出
（
飛
散
を
含
む
。
以

　
下
こ
の
章
に
旧
い
て
同
じ
。
）
に
よ
り
、
．
．
人
の
生
命
又
ぱ
身
体
を
害
し
た
と

き
鳳
、
当
談
排
出
に
係
る
事
業
者
は
、
こ
江
に
よ
っ
て
生
じ
た
損
害
を
賠
償

　
す
る
責
め
に
任
ず
る
。

コ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

2
一
の
物
質
が
新
た
に
健
康
被
害
物
質
と
な
ウ
た
場
合
に
は
、
‘
前
項
の
規
定
は
．

　
そ
の
物
質
が
健
康
被
害
物
質
と
な
つ
．
た
日
以
後
の
当
該
物
質
の
排
出
に
よ
る

「損

Q
に
つ
い
て
適
用
す
る
。
　
　
　
　
　
　
．
　
、
　
　
　
・

、
。
水
質
汚
濁
防
止
法
（
曜
．
和
．
四
十
五
年
法
律
第
＝
二
入
子
〉

「
（
無
過
失
責
任
）
　
　
　
，
　
　
　
　
　
　
」
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

三
一
九
条
　
工
場
又
は
事
業
場
に
澄
け
る
事
業
活
動
に
伴
う
有
害
物
質
の
汚
水

　
又
は
廃
液
に
含
ま
れ
た
状
態
で
の
排
出
（
地
下
へ
の
し
み
込
み
を
含
む
。
以

■下

ｱ
の
章
装
い
で
同
じ
ゆ
）
に
．
事
、
人
の
生
餌
は
身
三
皇
、
し
た
と

　
．
ぎ
は
、
当
該
排
出
に
係
る
事
業
者
は
、
こ
れ
に
よ
つ
て
生
じ
た
損
害
を
賠
償

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
H
ω
H
l
　
　
　
　
　
’

ノ
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、

　
す
る
責
め
に
任
ず
る
。

－
6
物
築
新
た
に
有
鱗
茎
と
な
っ
た
葱
に
は
、
前
項
の
規
定
は
、
そ

．
の
物
質
が
有
害
物
質
と
な
っ
た
日
以
後
の
当
該
物
質
の
排
出
に
よ
る
損
害
に

　
つ
い
て
適
用
す
る
○

・
宇
宙
開
発
委
員
会
設
置
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
四
〇
号
〉
．
：

　
　
　
　
　
　
　
最
終
改
正
’
昭
和
四
五
・
五
。
六
法
律
四
七

（
目
的
及
び
設
置
）
　
　
　
　
　
’

第
蘂
宇
宙
の
開
発
に
関
す
る
国
の
袈
の
総
合
的
か
つ
計
画
的
な
推
進
と
働

　
そ
の
民
主
的
な
運
営
κ
資
す
る
た
め
、
聡
理
府
に
宇
宙
開
発
委
員
会
（
三
下

’
「
委
員
会
」
と
習
う
。
）
を
置
く
。
　
「
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．
　
、

（
所
掌
事
務
）

第
二
条
　
委
員
会
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
企
画
し
、
審
議
し
、

　
及
び
決
定
し
、
そ
の
決
定
に
基
づ
き
内
閣
総
理
大
臣
に
対
し
て
意
見
を
述
べ

　
る
〇
二
三
三
三
に
欄
す
る
轟
な
政
策
に
関
す
る
こ
と
。
三
　
　
働

、
二
　
関
係
行
政
機
関
の
字
面
開
発
に
関
す
る
事
務
の
総
合
調
整
の
う
ち
重
要

　
　
な
も
の
に
関
す
る
こ
と
〇

　
三
　
欄
係
行
政
機
関
の
宇
宙
開
発
に
関
す
る
経
費
の
見
積
り
に
関
す
る
こ
と
。

四
番
開
発
に
詰
る
研
究
者
及
び
技
術
者
の
養
成
訓
練
（
大
学
に
書

　
　
る
教
授
研
究
に
係
る
も
の
・
を
除
く
。
）
の
辱
大
綱
に
関
す
る
こ
と
○
　
　
　
　
　
｝
．

　
五
前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
宇
宙
開
発
に
関
す
る
重
要
事
項
に
関

　
’
！
す
る
こ
と
。
■

2
前
項
に
於
い
て
「
宇
宙
開
発
ト
と
は
、
次
の
各
号
に
掲
研
る
も
の
を
い
5
1
。
「

　
｝
　
三
三
衛
提
及
び
人
工
衛
畢
打
上
げ
用
ロ
ケ
ッ
ト
（
以
下
「
人
工
衛
星
等
」

　
　
と
い
う
¢
〉
の
開
発
（
之
れ
に
必
要
な
研
究
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
！
）
並

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

　
　
　
　
、
、
　
．
　
　
　
　
　
　
　
　
　
l
H
ω
b
o
ー
ー

♂

∂

　
び
に
こ
れ
に
必
要
な
施
設
及
び
設
備
の
開
発

二
．
人
工
衛
星
等
の
打
上
げ
及
び
追
跡
に
必
要
な
方
法
、

　
開
発
並
び
に
人
工
衛
星
の
打
上
げ
及
び
追
跡

・
宇
宙
開
発
事
業
団
法
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
五
〇
号
）

施
設
及
び
設
備
の

　
　
第
一
章
　
総
則
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
●

（
目
的
）

第
一
条
　
宇
宙
開
発
事
業
団
は
、
平
和
の
目
的
に
限
り
、
人
工
衛
星
及
び
入
工

　
衛
星
打
上
げ
用
P
ケ
ッ
ト
の
開
発
、
打
上
げ
及
び
追
跡
を
総
合
的
、
計
画
的

　
か
つ
効
率
的
に
行
な
い
、
宇
宙
の
開
発
及
び
利
用
の
促
進
に
寄
与
す
る
こ
と

　
を
目
的
と
し
て
設
立
さ
れ
る
も
の
と
す
る
。

　
　
第
三
章
．
業
務

（
業
務
の
範
囲
）
・

第
二
十
二
条
　
事
業
団
は
、
第
一
条
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
、
次
の
業
務
を

　
行
な
う
Q

　
一
　
人
工
衛
星
及
び
人
工
衛
星
打
上
げ
用
ロ
ケ
ッ
ト
（
以
下
こ
の
条
及
び
第

・
三
＋
九
条
笙
項
に
と
て
「
全
心
轟
」
と
塗
Q
）
の
開
溌
滋
び

　
・
に
こ
れ
に
必
要
・
な
施
設
及
び
設
備
の
開
発

　
二
　
そ
の
開
発
に
係
る
人
工
衛
星
等
の
打
上
げ
及
び
追
跡
並
び
に
こ
れ
ら
に

　
　
必
要
な
方
法
、
施
設
及
び
設
備
の
開
発

　
三
　
第
一
号
の
開
発
並
び
に
人
工
衛
星
等
の
打
上
げ
及
び
追
跡
並
び
《
こ
れ

　
・
ち
に
三
夏
な
方
法
、
施
設
及
び
設
備
の
開
発
で
、
委
託
に
応
鵡
て
行
な
う
［

　
　
も
の
　
　
　
・
　
　
一

　
四
　
前
三
号
に
播
げ
’
る
業
務
に
附
帯
す
る
業
務

五
前
号
に
掲
げ
忌
の
の
ほ
か
、
笙
．
条
の
晶
を
回
す
る
三
三

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ー
ド
ω
◎
◎
1

，
〆

魯

／
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“
、
爵
㌘
業
務
．

2
事
業
団
は
、
【
次
の
業
務
を
行
な
う
場
合
に
は
、
主
務
大
臣
の
認
可
を
受
け
て

　
定
め
る
基
準
に
従
わ
な
げ
れ
ば
な
ら
な
い
・

　
一
　
前
項
第
二
号
の
入
工
衛
星
等
の
打
上
げ

　
二
　
前
項
第
三
号
に
掲
げ
る
業
務
　
　
　
、
　
　
　
　
　
一
　
　
　
　
　
　
．

3
事
業
団
は
、
」
三
門
項
第
五
号
に
掲
げ
る
業
務
を
行
な
■
お
う
と
す
る
と
き
は
、
．

　
主
務
大
臣
の
認
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

4
三
業
麗
、
茎
項
の
業
肇
行
秀
ほ
か
、
主
務
大
臣
の
認
可
を
受
け
て

定
め
る
基
準
に
従
っ
て
、
そ
の
設
置
す
る
開
発
の
た
め
の
施
設
旧
び
設
備
を
働

　
宇
宙
の
開
、
発
を
行
な
う
者
の
利
用
に
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
②

．
（
業
務
運
営
の
基
準
）
「
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．

第
二
＋
四
条
事
業
団
の
業
務
は
、
宇
宙
開
発
委
員
会
の
議
決
を
経
て
内
閣
総

喫
臣
が
定
め
る
宇
宙
開
発
に
學
藍
本
計
画
に
基
づ
い
署
な
わ
れ
な

　
け
れ
ば
な
ら
旧
い
・
，

（
監
督
）

一
第
一
二
十
⊥
ハ
条
　
　
事
・
嶋
果
団
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
働

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
主
務
大
臣
が
監
督
す
る
。
．

2
主
務
大
臣
は
、
こ
の
法
律
を
施
行
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
（

、
事
業
団
に
対
し
て
、
、
そ
の
業
務
に
聡
し
監
督
上
必
要
な
命
令
を
す
る
．
こ
と
が

　
で
き
る
。
　
．

②
．
．
登
録
条
．
三
関
連

鎖
遼
藷
和
二
＋
涯
法
律
鑑
七
三
．
｛
7
レ

第
三
章
．
管
理
及
び
処
分
・

一
μ
ω
戯
1

！

♂♂

　
（
処
分
等
の
制
限
）

第
十
八
条
．

．
賊
羅
驚
簿
鴛
愚
な
い
限
度
に
誇
い
て
そ
の
使

。
宇
宙
開
発
事
業
団
法
、
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
五
〇
号
Y

　
　
」
第
三
章
　

業
務

（
業
務
．
の
範
囲
）

第
二
＋
二
条
事
業
団
は
Y
笙
条
の
．
昌
を
達
成
す
憾
め
・
次
の
霧
を

　
行
な
う
〇

　
一
　
人
工
衛
星
及
び
人
工
衛
星
打
上
げ
用
ロ
ケ
ッ
ト
（
以
下
こ
の
条
及
び

　
　
第
三
十
九
条
第
一
項
に
お
い
て
「
人
工
衛
星
等
」
と
い
う
ρ
）
の
開
発
並

　
　
び
に
こ
れ
に
必
要
な
施
設
及
び
設
備
め
開
発

　
こ
　
そ
の
開
発
に
係
る
人
工
衛
星
等
の
打
上
げ
旧
び
追
跡
並
び
に
て
れ
ら
に

　
　
必
要
な
方
法
、
施
設
’
及
び
設
備
の
開
発

　
三
　
第
へ
号
の
開
発
並
び
に
人
工
衛
星
等
の
打
上
げ
及
び
追
跡
並
び
に
こ
れ
、

　
　
ら
液
必
要
な
方
法
、
施
設
及
び
設
…
備
，
の
開
発
で
委
託
に
応
じ
て
行
な
う
も

　
　
の
、
四
　
三
三
号
に
揖
げ
る
業
務
に
附
帯
ナ
る
業
務
　
．

　
五
　
前
各
号
、
に
掲
げ
る
も
，
の
の
ほ
か
、
第
｝
条
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
必

　
　
要
な
業
務
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㌧

2
事
蓄
些
三
三
七
三
5
1
場
合
κ
は
、
三
大
臣
の
認
可
を
受
け
て

　
定
め
る
基
準
に
従
わ
、
即
け
れ
ば
な
ら
左
い
〇

　
一
　
前
項
第
二
号
の
入
’
工
衛
星
等
の
打
上
げ

、
二
　
前
項
第
三
目
号
三
四
げ
・
る
業
務
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
．
．
一
画
ω
O
l



r

3
事
業
団
は
、
第
一
項
第
五
号
に
掲
げ
る
業
務
を
行
な
澄
う
と
す
る
と
き
は
、

　
主
務
大
臣
の
認
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

4
事
業
団
は
、
第
一
項
の
業
務
を
行
な
う
ほ
か
、
．
主
務
大
臣
の
認
可
を
受
け
て

　
定
め
る
基
準
に
従
っ
て
、
そ
の
設
置
す
る
開
発
の
た
め
の
施
設
及
び
設
備
を

　
宇
宙
の
開
発
を
行
な
う
者
の
利
用
に
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
第
五
章
　
監
督

（
監
督
）
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
・
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の

第
三
十
大
条
　
事
業
団
は
、
主
務
大
臣
が
監
督
す
る
0

2
三
大
臣
は
・
こ
の
葎
を
施
行
す
る
た
め
量
が
あ
る
と
臨
め
る
毒
は
・
働

・
事
業
団
に
対
し
て
、
そ
の
業
務
に
関
し
監
督
上
必
要
な
命
令
を
す
る
こ
と
が

　
で
き
る
。
．

。
公
海
に
関
す
る
条
約
・
（
昭
和
四
十
三
年
条
約
第
一
〇
号
）

・
φ

三
五
条
－
各
国
は
、
回
船
に
対
す
る
国
籍
の
許
与
、
自
国
の
領
域
内
に
弄
る
船
舶
の
働
δ

・
登
録
及
び
自
国
の
旗
を
掲
げ
る
権
利
に
関
す
る
条
件
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

噛
船
舶
は
、
そ
の
旗
を
掲
げ
る
権
利
を
有
す
る
国
の
国
籍
を
有
す
る
σ
そ
の
国
・

　
と
当
該
船
舶
と
の
間
に
は
、
．
真
正
な
関
係
が
存
在
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
特

　
に
、
そ
の
国
は
、
自
国
の
旗
を
掲
げ
る
船
舶
に
対
し
、
行
政
上
、
、
技
術
上
三

〆

　
こ
「
の
条
約
に
明
文
め
規
定
が
あ
る
特
別
の
場
合
を
除
き
、
公
海
に
お
い
て
そ

　
の
国
の
排
他
的
管
轄
権
に
嚴
す
る
も
の
と
す
る
。
船
舶
は
、
所
有
権
の
現
実

　
¢
移
転
又
は
登
録
の
変
更
の
場
合
を
除
き
、
航
海
中
又
は
寄
港
中
に
そ
の
旗

　
を
変
更
す
る
こ
と
憾
で
き
な
い
0

2
二
以
上
の
国
の
旗
を
適
宜
に
使
用
し
て
航
行
す
る
船
舶
は
、
そ
の
．
い
ず
れ
の

　
国
の
国
籍
を
も
第
三
国
に
対
し
て
主
張
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
と
し
、

　
ま
た
、
こ
の
よ
う
な
船
舶
は
、
．
国
籍
㊨
な
い
船
舶
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
胤
○

。
国
際
民
間
航
空
条
約
（
昭
和
二
十
二
年
条
約
第
唱
＝
号
）

　
　
第
三
章
　
航
空
機
の
国
籍

第
十
七
条

　
（
航
空
機
の
国
籍
）

．
航
空
機
は
、
登
録
を
受
け
た
国
の
国
籍
を
有
す
る
。

第
十
八
条

’
（
二
重
登
録
）

航
空
機
は
へ
二
以
上
の
国
で
有
効
に
登
緑
を
受
妙
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

そ
の
登
録
は
、
　
一
国
か
ら
他
国
に
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
る
○
’

（3）

救
助
返
－
還
協
定
関
連

。
海
上
保
安
庁
法
（
昭
和

一
三
’
「
章
　
組
織

（
海
上
保
安
庁
の
設
置
）

こ
ナ
三
年
法
律
第
二
入
号
）

へ
　
．

　
　
一
μ
ω
刈
一
．
　
　
‘

　
　
　
　
＼

但
し
、
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’

第
一
条
．
海
上
に
澄
い
て
、
人
命
及
び
財
産
を
保
護
し
、
並
び
に
法
律
の
違
反

，
を
予
防
し
、
・
捜
査
し
、
及
び
鎮
圧
、
す
ム
た
め
、
運
輸
大
臣
の
管
理
す
る
外
局
と

　
し
て
海
上
保
安
庁
を
置
く
。
．
昌

　
（
所
掌
事
務
）

第
二
条
　
海
上
保
安
庁
は
、
法
令
ρ
海
上
に
お
け
る
励
行
、
海
難
救
助
、
、
海
洋

　
の
汚
染
の
防
止
、
海
上
に
鉛
け
る
犯
罪
の
予
防
及
び
鎮
圧
、
．
海
上
に
澄
け
る

　
犯
人
の
捜
査
及
び
逮
捕
、
海
上
に
戯
け
る
船
舶
交
通
に
関
す
る
規
制
、
水
路
、
・
　
弔

　
航
路
標
識
に
関
す
る
事
務
そ
の
他
海
上
の
安
全
の
確
保
に
関
す
る
事
務
並
び

回
れ
ら
に
附
掌
る
妻
に
関
す
る
霧
を
掌
る
・
　
　
　
論

ρ
警
察
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
一
六
二
号
）

　
　
．
第
一
章
　
総
則

　
（
警
察
の
責
務
）

第
二
条
　
警
察
に
、
個
人
の
生
命
、
身
体
及
び
財
産
の
保
護
に
任
じ
へ
犯
罪
の

　
予
防
、
・
鎮
圧
及
び
捜
査
、
被
疑
者
の
逮
捕
、
交
通
の
取
締
そ
の
他
公
共
の
安

・
一
三
．
ど
秩
序
の
，
維
持
に
当
る
こ
と
を
も
っ
て
そ
の
賀
務
ど
す
る
。
’
　
　
　
　
一

．璽

劇馬

・
簡
第
三
章
　
自
治
体
の
機
関

（
市
町
村
の
消
防
責
任
）

第
六
条
　
市
町
村
は
、
当
該
市
町
村
の
区
域
に
澄
け
る
消
防
を
十
分
に
果
す
ぺ

　
き
責
任
を
有
す
る
。
　
　
、

、
（
消
防
機
関
）

第
九
条
　
市
町
村
は
、
そ
の
消
防
事
務
を
処
理
す
る
た
め
、
左
に
掲
げ
る
機
関

　
の
全
部
又
は
一
部
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
一
　
消
防
本
部
9

　
二
　
消
防
署
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
，
　
　
　
、

　
三
、
消
．
防
団

■
・
消
防
法
（
昭
和
二
＋
三
年
三
三
第
天
六
弓
）

　
　
第
六
章
　
消
火
の
活
動

（
火
災
発
見
者
の
通
報
義
務
、
通
報
協
力
義
務
）

第
二
十
四
条
　
火
災
を
溌
見
し
た
者
は
、
遅
滞
な
く
こ
れ
を
消
防
署
又
は
市
町

　
村
長
の
指
定
し
た
場
所
に
通
報
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
　
　
　
μ

2
す
べ
て
の
人
は
、
前
項
の
通
報
が
最
も
迅
速
に
到
達
す
ム
よ
う
に
協
力
し
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
’

　
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
消
火
義
務
）

第
二
十
五
条
　
火
災
が
発
生
し
た
と
き
は
、
当
該
消
防
対
象
物
の
関
係
者
そ
の

L
他
命
令
で
定
め
る
者
は
、
．
消
防
墜
火
災
の
現
場
に
到
着
す
嚢
で
消
火
若
．

　
し
く
は
延
焼
の
防
止
又
は
汰
合
の
救
助
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
液
犠
。

畜
項
の
場
合
券
、
い
て
は
、
火
災
暴
場
附
近
に
在
る
者
は
、
三
三
掲
げ

「
る
者
の
葦
癸
葦
姦
延
讐
防
麦
は
入
戸
姦
助
に
旧
し
な
け

’れ

k
髪
い
・
9
　
↓
ω
？

、

ノ
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、

3
火
災
の
現
場
に
旧
い
て
は
、
消
防
吏
員
又
は
消
防
団
貫
は
、
当
該
消
防
対
象

物
の
関
係
者
そ
の
他
命
令
で
藷
三
三
↓
て
、
叢
消
防
三
三
の
構

造
、
救
助
を
孝
る
者
の
存
否
そ
の
弛
消
火
若
し
《
是
携
防
止
又
は
人

　
命
の
救
助
の
た
め
必
要
な
事
項
に
つ
き
情
報
の
提
供
を
求
め
る
こ
と
が
で
き

　
る
。
’
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
，
　
、

　
　
第
七
章
の
二
　
救
急
…
菜
務
「

　
（
．
市
町
村
・
の
救
急
業
務
）

第
三
十
五
条
の
五
　
政
令
で
定
め
る
市
町
村
は
、
救
急
業
務
を
行
な
わ
な
け
紅

　
ば
な
ら
な
い
。
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
動

　
（
協
力
の
要
求
、
警
察
官
と
の
連
絡
）

第
三
十
五
条
の
七

2
救
急
隊
員
は
、
、
救
急
業
務
の
実
施
に
際
し
て
は
、
常
に
警
察
宮
と
密
接
な
連
・

　
絡
を
と
る
も
の
と
す
る
。
　
　
　
　
・

　
　
第
八
章
雑
則
．

（
水
災
．
を
除
く
他
の
災
害
へ
の
準
用
）

第
三
＋
案
箪
三
条
第
二
項
、
第
二
＋
二
条
及
び
第
二
茜
秀
至
第
二
・
働

　
ナ
九
条
の
規
定
は
、
水
災
を
係
く
他
の
災
害
に
忘
し
て
こ
れ
を
準
用
す
る
。

（
消
防
従
事
者
の
災
害
補
償
）
　
　
　
　
・
　
　
・
、

第
三
士
ハ
条
の
二
第
二
＋
五
条
笙
一
項
又
は
第
二
＋
九
条
第
五
項
（
第
三
＋

六
条
に
書
記
用
す
る
馨
を
含
む
）
の
規
定
に
よ
り
、
消
火
若
し
ぐ
は

　
延
焼
の
防
北
若
し
く
は
人
命
め
救
助
董
の
他
の
消
防
作
業
に
従
事
し
た
三
又

　
は
第
三
十
五
条
の
七
第
一
項
の
規
定
に
よ
ヒ
ゆ
市
町
村
が
行
な
か
救
急
業
務
に

　
協
力
し
た
者
添
、
－
そ
の
た
め
に
死
亡
し
、
負
傷
し
、
若
し
く
は
疾
病
に
’
か
か

り
又
は
廃
疾
と
な
っ
た
場
合
に
書
て
は
、
市
町
村
は
、
政
令
詰
め
る
基

　
準
に
従
い
条
例
の
定
め
る
と
と
ろ
に
よ
り
、
そ
の
者
又
ぱ
そ
の
者
⑳
遺
族
が

：
こ
れ
ら
の
原
因
に
よ
っ
て
受
け
み
損
害
を
補
償
し
な
け
れ
・
ぱ
な
ら
・
な
い
一
〇

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1
＝
σ
1

ノ

、

㊧⑳

2
前
項
の
規
定
は
、
．
都
道
府
県
が
行
な
う
救
急
業
務
に
協
力
し
た
者
に
つ
い
て

準
用
ず
る
。
　

。
船
員
法
（
昭
和
二
十
二
年
九
月
一
日
法
律
第
一
〇
〇
号
）

　
・
第
二
章
　
船
長
の
職
務
及
び
権
限

八
遭
難
船
舶
等
の
救
助
）

携
十
四
条
．
船
長
は
、
他
の
船
舶
双
は
航
空
機
の
遭
難
を
知
っ
た
ど
き
は
、
人

　
命
救
助
に
必
要
な
手
段
を
尽
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
但
し
、
盲
己
の
指
揮

・
す
る
船
舶
又
は
航
空
機
に
急
迫
し
た
危
険
が
あ
る
場
合
及
び
命
令
の
定
め
る

　
場
合
は
、
こ
の
限
・
9
で
な
い
。
、

（
異
常
気
象
等
）
　
・
7
　
「
　
　
　
　
　
　
　
・
、
　
・
－

第
＋
四
条
の
；
・
命
令
の
定
め
る
船
舶
の
舶
長
は
、
暴
風
雨
、
粟
を
の
他
の

異
常
な
気
無
海
象
着
し
く
は
地
象
又
は
漂
流
物
三
七
く
は
沈
没
物
で
あ
っ

　
て
、
船
舶
，
の
航
行
に
危
険
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
の
あ
る
も
の
に
遭
遇
し
た
と
き

　
ば
、
命
令
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
回
り
、
そ
の
旨
を
附
近
に
あ
る
船
舶
及
び
海

　
上
保
安
機
関
そ
の
他
の
関
係
機
関
に
通
報
レ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
非
常
配
置
表
及
び
操
練
）

第
十
四
条
の
三
　
命
令
の
定
め
る
船
舶
の
船
長
は
、
第
十
二
条
乃
至
第
十
四
条

　
に
規
定
す
る
場
合
そ
の
他
非
常
の
場
合
に
澄
け
る
海
員
．
の
作
業
に
関
し
、
命

　
令
の
定
め
る
と
之
う
に
激
り
、
非
常
配
引
回
を
定
め
、
こ
紅
を
船
員
室
そ
の

　
他
適
当
な
場
筋
に
掲
示
し
て
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
を
い
0

2
命
令
の
定
め
る
船
舶
の
船
長
は
、
命
令
σ
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
レ
、
海
員
及

　
び
旅
客
に
つ
い
そ
、
防
火
操
練
、
端
艇
操
練
ぞ
．
の
他
非
常
の
場
合
σ
た
め
に

　
必
要
宏
操
練
を
実
施
し
な
け
れ
㎡
は
な
ら
な
い
Q
．
ニ
ー

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
」

l
H
も
H
卜

／



子証

O

r
（
航
海
の
安
全
の
確
保
）

第
十
四
条
の
四
　
第
八
条
乃
至
前
条
に
規
定
す
る
も
の
の
外
、
船
舶
・
6
．
火
災
の
予
防
、

　
水
密
の
保
持
そ
の
他
航
海
の
安
全
に
関
し
船
長
の
遵
守
す
べ
き
事
項
は
、
命

　
令
で
こ
れ
を
定
め
る
○

　
　
第
六
章
　
労
働
時
間
、
休
日
及
び
定
員

（
例
外
規
定
）

第
六
十
八
条
　
第
六
十
条
及
び
第
六
十
二
条
乃
至
前
条
の
規
定
並
び
に
第
七
十

　
二
条
の
こ
の
規
定
に
よ
り
・
発
す
る
命
・
令
の
規
定
は
、
海
員
が
船
長
．
の
命
令
に

　
ょ
り
、
．
左
の
作
業
に
従
事
す
為
場
合
に
は
、
こ
れ
を
適
用
し
な
い
。

　
一
　
入
命
、
船
舶
若
し
く
は
積
荷
の
安
全
を
図
る
た
め
又
は
人
命
若
し
く
は

　
　
他
の
船
舶
を
救
助
す
る
た
め
緊
急
を
要
す
る
作
業

　
二
　
防
火
操
練
、
端
艇
操
練
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
似
す
る
作
業

　
三
　
作
業
艇
従
事
す
べ
き
人
員
が
負
傷
、
疾
病
、
死
亡
そ
の
他
の
予
想
し
難

　
　
い
事
整
因
り
減
少
し
た
の
に
伴
っ
て
増
加
さ
れ
た
作
業

　
四
　
通
関
手
続
又
は
検
疫
そ
の
他
の
衛
生
手
続
の
た
あ
に
必
要
な
作
業

　
’
五
、
船
舶
の
正
午
位
置
測
定
の
た
め
に
必
要
な
作
業

。
遺
失
物
法
（
明
治
三
十
二
年
法
律
第
八
七
号
）

　
（
拾
得
物
の
処
置
）
一

　
第
一
条
　
弛
入
ノ
遺
失
、
シ
タ
ル
物
件
ヲ
拾
得
シ
タ
ル
者
ハ
速
二
遺
失
者
只
ハ
、
所

＼

　
　
有
者
其
ノ
他
物
件
回
復
ノ
請
求
権
ヲ
有
ス
ル
者
旧
説
ノ
物
件
ヲ
返
還
ツ
又
ハ

　
　
三
三
署
長
二
之
ヲ
差
出
ス
、
へ
■
シ
但
シ
法
令
ノ
規
定
二
丁
リ
私
二
所
有
所
持
ス

　
　
ル
ゴ
ト
ヲ
禁
シ
タ
ル
物
件
ハ
．
返
還
ス
ル
ノ
無
記
ア
ラ
ス

　
2
物
件
ヲ
警
察
署
長
三
差
出
シ
ダ
ル
ト
キ
ハ
警
察
署
長
南
物
件
ノ
返
還
∵
ヲ
受
ク

　
　
ハ
キ
者
二
之
ヲ
返
還
ス
ヘ
シ
若
シ
返
還
ヲ
受
ク
ヘ
キ
者
ノ
氏
名
又
ハ
居
所
ヲ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
H
戯
卜
⊃
一
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
‘

㊥⑭

　
知
ル
コ
ト
儲
ハ
サ
ル
ト
キ
ハ
命
令
ノ
定
ム
ル
所
二
従
ヒ
公
告
ヲ
為
ス
ヘ
シ

（
報
労
金
）

第
四
条
　
物
件
ノ
返
還
ヲ
受
ク
ル
煙
感
物
件
ノ
価
格
百
分
ノ
五
ヨ
リ
少
カ
ラ
ス

　
三
十
ヨ
リ
多
カ
ラ
サ
ル
報
労
金
ヲ
拾
得
者
二
給
ス
ヘ
シ
但
シ
国
庫
其
ノ
他
公

　
ノ
法
人
ハ
報
労
金
ヲ
請
求
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ス
　
　
．
．
　
　
　
　
．

2
物
件
ノ
返
還
ヲ
受
ク
ル
者
ハ
第
十
条
第
二
項
ノ
占
有
者
ア
ル
場
合
二
於
テ
ハ

　
前
項
ノ
規
定
二
依
ル
報
労
金
ノ
額
ノ
ニ
分
ノ
一
宛
ヲ
拾
得
一
斗
占
有
者
二
給

　
ス
ヘ
シ

。
水
難
救
護
法
（
．
明
治
三
十
二
年
法
律
第
九
五
号
）

　
　
第
一
章
　
遭
難
船
舶

第
一
条
　
遭
難
船
舶
救
護
ノ
事
務
ハ
最
初
二
物
件
ヲ
認
知
マ
タ
ル
市
町
村
長
之

　
ヲ
行
フ

第
二
条
　
遭
難
船
舶
ア
ル
コ
ト
ヲ
発
見
シ
タ
ル
者
ハ
遅
滞
ナ
ク
、
一
最
近
．
地
ノ
市
町

　
村
匿
艮
マ
ハ
ハ
敬
冨
察
官
吏
二
品
此
ロ
ス
ヘ
シ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

2
警
察
官
吏
二
三
テ
報
告
二
三
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
市
町
村
長
、
二
通
知
ス
ヘ
シ

第
三
条
　
遭
難
船
舶
ア
ル
コ
玉
ヲ
認
知
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
市
町
村
長
ハ
直
二
現
場

　
二
臨
ミ
救
護
二
必
要
ナ
ル
処
分
ヲ
為
ス
ヘ
シ

第
四
条
　
警
察
官
吏
ぐ
救
護
ノ
事
務
二
…
関
シ
市
町
村
長
ヲ
助
ケ
市
町
凸
村
長
現
場

　
二
二
ラ
サ
ル
ト
キ
ハ
之
二
代
リ
其
ノ
職
務
ヲ
執
行
ス
ヘ
ス

第
十
二
条
　
救
護
二
関
係
シ
タ
ル
者
ハ
．
市
町
村
長
ヨ
リ
救
護
費
用
ノ
支
．
給
ヲ
受

、
ク
ル
コ
》
ヲ
得

　
　
第
二
章
漂
流
物
思
ヒ
沈
没
品
　
　
　
　
「

第
二
十
四
条
　
漂
流
物
又
ハ
沈
没
品
ヲ
篭
拾
得
シ
タ
ル
者
ハ
遅
滞
ナ
ク
之
ヲ
市
町

　
村
長
二
引
渡
ス
ヘ
シ
但
シ
其
ノ
物
件
ノ
所
有
者
分
明
ナ
ル
場
合
二
三
テ
ハ
拾

　
　
　
　
　
　
　
　
響

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
に
ω
1



■

　
得
ノ
日
ヨ
リ
七
旧
以
内
二
限
リ
直
二
其
ノ
所
有
者
二
引
渡
ス
コ
ト
ヲ
得

　
2
前
項
但
書
ノ
場
合
二
於
テ
ハ
拾
得
者
ハ
所
有
者
豊
リ
河
川
二
漂
流
ス
ル
材
木

　
　
二
在
リ
テ
ハ
其
ノ
価
裕
ノ
十
五
分
ノ
一
、
其
ノ
他
ノ
漂
流
物
二
在
リ
テ
二
幅

　
．
ノ
物
件
ノ
価
格
ノ
十
分
ノ
一
、
沈
没
品
二
在
リ
テ
ハ
其
ノ
物
件
／
価
格
ノ
三

　
分
ノ
一
二
相
当
ス
ル
金
額
以
内
ノ
報
酬
ヲ
受
ク
ル
、
コ
ト
ヲ
得

’．

謫
�
¥
五
条
　
・
市
町
村
長
ハ
引
渡
ヲ
受
ケ
タ
ル
物
件
ヲ
保
管
ス
ヘ
シ
ー

②
市
町
村
長
八
前
項
ノ
物
件
ヲ
所
有
者
二
引
渡
ス
ヘ
キ
コ
下
■
ヲ
公
告
ス
ヘ
シ
但

　
・
シ
其
ノ
…
所
有
者
知
レ
タ
ル
ト
キ
ハ
公
告
ス
ヘ
シ
但
シ
其
ノ
所
有
者
知
レ
タ
ル

ト
キ
ハ
公
隻
ヘ
キ
叢
ヲ
直
二
其
ノ
所
有
者
二
告
知
ス
ヘ
シ
此
ノ
馨
二
働

　
於
テ
ハ
公
告
ヲ
須
キ
サ
ル
コ
ト
ヲ
得

第
二
＋
七
条
市
町
村
長
二
於
テ
第
二
＋
五
条
ノ
公
告
丈
ハ
告
知
ヲ
為
シ
タ
ル

　
日
ヨ
リ
六
箇
月
（
沈
没
品
中
政
令
ヲ
以
テ
定
ム
ル
モ
．
ノ
ニ
在
リ
日
テ
ハ
一
箇
年
）

　
以
内
二
限
リ
所
有
者
ハ
河
川
二
漂
流
ス
ル
材
木
．
二
在
リ
テ
ハ
其
ノ
価
格
ノ
十

　
五
分
ノ
一
、
其
ノ
他
ノ
漂
流
物
二
在
リ
テ
ハ
・
、
其
ノ
物
件
ノ
価
格
ノ
十
分
ノ

　
　
一
ハ
沈
没
品
目
在
リ
テ
ハ
其
ノ
物
件
ノ
価
格
ノ
三
分
ノ
学
二
相
拳
ス
ル
金
銭

　
並
公
告
、
保
管
、
公
売
又
ハ
評
価
二
瀬
シ
・
4
，
．
ル
’
費
用
ヲ
市
町
村
長
テ
納
付
シ
　
鞠

　
テ
物
件
ノ
引
渡
ラ
受
ク
ル
コ
杢
ヲ
得
・

2
前
項
ノ
場
合
二
於
テ
ハ
市
町
村
長
ハ
拾
得
肩
入
河
川
二
漂
流
ス
ル
材
木
二
二

　
ザ
テ
識
量
ノ
価
格
ノ
＋
五
分
ノ
一
、
其
／
他
ノ
漂
流
物
二
選
リ
テ
ハ
其
ノ
物

　
件
ノ
価
格
ノ
＋
分
ノ
一
が
沈
没
裾
礁
在
リ
テ
甘
藍
ノ
物
件
ノ
価
格
ノ
三
分
イ

　
　
＝
箱
当
ス
ル
金
額
ヲ
支
給
ス
、
、
・
・

’
3
物
件
ノ
価
格
ハ
市
町
村
長
之
ラ
定
ム
但
シ
鑑
定
入
ヲ
シ
デ
之
ヲ
評
価
セ
シ
ム

　
ル
コ
ト
ヲ
得

－
μ
駆
戯
i

⑳幽

幽
。
商
法
（
明
治
三
十
二
年
法
律
第
四
八
号
）

　
　
第
五
章
r
海
難
救
助

（
海
難
救
助
の
要
件
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二

三
八
百
条
　
船
舶
又
ハ
積
荷
ノ
全
部
又
ハ
一
部
力
海
難
鼠
遭
遇
セ
ル
’
場
合
二
三

　
テ
義
務
ナ
ク
シ
テ
之
．
ヲ
救
助
シ
タ
ル
者
旧
誼
結
果
二
対
シ
テ
相
当
ノ
救
助
料

　
ヲ
請
求
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
〃

・
民
法
（
明
治
二
十
九
年
法
律
第
．
入
九
号
）

　
　
第
二
編
　
物
権

　
　
第
二
章
　
占
有
権

（
即
時
取
得
）

第
百
九
十
二
条
　
平
温
菅
公
然
二
動
産
ソ
．
占
有
ヲ
始
メ
タ
ル
者
力
善
意
ニ
シ
テ

　
且
過
失
ナ
キ
ト
キ
ハ
即
時
二
其
動
産
ノ
上
二
行
使
ス
ル
権
利
ヲ
取
得
ス

（
占
有
に
よ
る
動
物
の
取
得
）

筑
百
九
十
五
条
　
他
人
力
飼
養
セ
況
家
畜
外
ノ
動
物
ヲ
占
有
ス
ル
者
ハ
其
占
有
ノ

　
始
善
意
ニ
シ
テ
且
逃
失
ノ
時
論
リ
ー
ヵ
月
内
二
飼
養
－
主
ヨ
リ
回
復
ノ
請
求
ヲ

　
受
ケ
サ
ル
ト
キ
ハ
其
動
物
ノ
上
二
・
行
使
ス
ル
権
利
ヲ
取
得
ス

（
占
有
者
の
費
用
償
還
請
求
権
）

第
百
九
十
六
条
　
占
有
者
力
占
有
物
．
ヲ
返
還
ス
、
ル
場
合
二
二
テ
ハ
其
物
ノ
保
存

ノ
為
プ
ニ
費
シ
タ
ル
金
額
其
他
ノ
必
要
費
ヲ
回
復
誉
、
リ
償
還
セ
シ
ム
窟

　
ト
ヲ
得
但
占
有
者
力
果
実
ヲ
取
得
シ
タ
ル
場
合
情
思
テ
ハ
通
常
ノ
必
要
費
ハ

　
其
負
担
三
帰
ス

2
占
有
者
力
占
有
物
ノ
改
良
ノ
為
メ
ニ
費
シ
タ
ル
金
額
其
他
ノ
有
益
費
二
三
テ

．
ハ
其
価
格
ノ
増
加
力
現
存
ス
ル
場
合
二
三
リ
回
復
者
ノ
選
択
二
従
ヒ
其
費
シ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
H
戯
α
－

、

6
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コ

、

＼

　
＼
タ
ル
金
額
又
ハ
増
価
額
ヲ
償
還
セ
シ
．
ム
ル
ユ
ト
ヲ
替
鞘
悪
意
ノ
占
有
者
二
対

　
　
シ
テ
ハ
裁
判
所
ハ
回
復
者
ノ
請
求
二
因
リ
之
二
相
当
ノ
期
限
ヲ
許
与
ス
ル
コ

　
ト
ヲ
得

　
・
第
三
章
　
所
有
権

　
（
遺
失
物
の
拾
得
）

第
二
百
四
十
条
　
遣
失
物
ハ
特
別
法
ノ
定
ム
ル
所
二
従
ヒ
公
告
ヲ
為
シ
タ
ル
後

　
六
ヵ
月
内
二
其
所
有
者
ノ
知
レ
ナ
ル
ト
キ
ハ
拾
得
者
其
所
有
権
ヲ
取
得
ス

　
（
動
産
の
附
合
）
　
　
　
　
．
　
　
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧

第
二
百
四
十
三
条
　
各
別
ノ
所
有
者
二
属
ス
ル
数
個
ノ
動
産
力
附
合
二
因
リ
殿

　
損
ス
ル
属
非
サ
レ
ハ
之
ヲ
分
離
ス
ル
コ
ト
能
ハ
サ
ル
ニ
至
リ
タ
ル
ト
ギ
ハ
其

　
合
成
物
ノ
漸
有
権
ハ
主
タ
ル
動
産
ノ
所
有
者
二
属
ス
分
離
ノ
為
メ
過
分
ノ
費

　
用
ヲ
要
ス
ル
ト
キ
雷
同
シ
．

　
（
同
前
）
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
’

、
第
二
百
四
十
四
条
　
附
合
シ
タ
ル
動
産
二
付
キ
主
従
ノ
…
匿
別
ヲ
為
ス
コ
ト
能
ハ

　
サ
ル
ト
キ
三
二
動
産
ノ
所
有
者
ハ
其
附
合
ノ
当
時
二
於
ケ
ル
価
格
ノ
割
合
二
．

　
応
シ
．
テ
合
成
物
ヲ
共
有
ス
．
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
漁
瑚
　
幽
W

八
混
和
）
、
∵

管
理
者
力
本
人
ノ
意
思
二
反
シ
テ
管
理
ヲ
為
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
本
入
力
三
二
利

益
ヲ
受
ク
ル
限
度
二
品
テ
ノ
ミ
前
二
項
ノ
規
定
ヲ
適
用
ス

。
出
入
国
管
理
令
（
昭
和
二
十
六
．
年
政
令
第
三
一
九
号
）

　
　
第
三
章
　
上
陸
の
手
続
．

　
（
緊
急
上
陸
の
許
一
可
）

第
十
三
条
　
入
国
審
査
官
は
、
船
舶
等
に
乗
っ
て
い
る
外
国
人
が
疾
病
そ
の
他
．

　
の
事
故
に
よ
り
治
療
等
の
た
め
緊
急
に
上
陸
す
る
必
要
を
生
じ
た
と
き
は
、

・
当
該
外
阿
入
が
乗
っ
て
い
る
船
舶
等
の
長
又
は
そ
の
艀
舶
等
を
運
航
す
る
運

　
送
業
者
の
申
請
に
基
き
、
．
厚
生
大
臣
又
は
法
務
大
臣
の
指
定
す
る
医
師
の
診

　
断
を
経
て
、
そ
の
事
由
が
な
ぐ
な
る
ま
で
の
間
《
当
該
外
国
人
に
対
し
緊
急

　
上
陸
を
許
可
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
．

’
2
前
項
の
許
r
可
を
与
え
る
暮
に
は
ハ
入
国
回
書
越
，
当
該
舛
国
入
に
緊
急

．
上
陸
許
可
書
を
交
付
し
な
け
れ
ば
左
躯
な
い
＠
，
∴

3
三
戸
項
の
許
可
が
あ
っ
た
と
き
は
、
同
項
の
船
舶
等
σ
三
又
は
運
送
業
者
は
、

緊
急
上
陸
を
許
可
さ
れ
た
者
の
生
活
費
・
三
三
、
算
鍵
そ
の
他
三
皇

　
陸
中
の
一
．
切
の
費
用
を
支
弁
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

・
公
海
に
関
す
る
条
約
（
昭
和
四
十
三
年
条
約
第
　
○
号
）
．

第
十
二
条
　
　
　
　
－
．

1
い
ず
れ
の
国
も
、
自
国
め
旗
を
掲
げ
て
航
行
す
る
船
船
．
㊨
船
長
に
対
し
、
船

　
舶
、
乗
組
損
又
は
旅
客
に
重
大
な
危
険
を
及
ぼ
さ
な
い
限
度
に
お
い
て
も
次

’
の
措
遣
を
執
る
こ
と
を
要
求
す
る
も
の
一
と
す
る
。

「
㈲
海
上
に
於
い
て
生
命
の
危
険
に
さ
ら
さ
れ
て
い
る
者
を
発
見
し
た
と
き
は
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
H
画
刈
一

！

〆
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」
そ
の
者
に
援
助
を
与
え
る
こ
と
。

　
㈲
援
助
を
必
要
と
す
る
旨
の
通
報
を
受
”
旋
之
き
な
、
∵
当
該
舶
長
液
合
理
的

　
　
に
期
待
さ
れ
る
限
度
に
お
い
て
、
可
能
な
最
高
速
力
で
遭
難
者
の
救
助
に

　
　
澄
も
む
く
こ
と
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の

2
い
ず
れ
の
沿
海
国
も
、
海
上
に
壽
け
る
安
全
に
関
す
る
適
切
か
つ
実
効
的
な

　
捜
索
及
び
救
助
の
機
関
の
設
置
及
び
雑
持
を
促
進
し
」
、
ま
た
、
状
況
に
よ
「
り

　
必
要
と
さ
れ
る
と
き
は
、
こ
の
た
め
、
相
互
間
の
地
域
的
取
極
に
よ
り
隣
接

　
国
と
’
協
力
す
る
も
の
と
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
働

。
千
九
百
六
十
年
の
海
上
に
お
け
る
入
命
の
安
全
の
た
め
の
国
際
条
約

・
（
昭
和
四
十
年
条
約
第
一
号
）

　
　
　
　
　
　
＼

　
　
第
十
規
則
　
遭
難
通
報
i
義
務
及
び
措
麗

㈲
海
上
に
澄
け
る
船
舶
の
船
長
は
、
船
舶
、
航
空
機
又
は
そ
れ
ら
の
救
命
用
、

　
　
の
端
艇
及
び
い
か
だ
が
遭
難
し
で
い
る
と
い
う
信
号
を
い
ず
れ
の
発
信
源

　
　
か
ら
受
け
た
と
き
も
・
全
速
力
で
遭
讐
の
救
助
簿
も
む
か
な
け
れ
ば
・
働

　
　
な
ら
ず
、
可
能
を
と
き
は
、
そ
の
．
旨
を
遭
難
者
に
通
報
す
る
も
の
と
す
る
。

・
　
救
助
に
澄
も
む
く
こ
と
が
不
可
能
で
あ
る
と
き
、
又
は
特
殊
の
事
情
に
よ
　
．

　
　
り
そ
れ
が
不
合
理
若
し
く
は
不
必
要
で
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
船
長
は
、

　
　
遭
難
者
の
救
助
に
誇
・
も
む
か
な
か
っ
た
理
由
を
航
海
日
誌
に
記
入
↓
な
け

　
　
れ
ば
な
ら
な
い
O
　
　
　
．
．
　
　
　
　
　
　
　
　
・

　
　
第
十
五
規
則
　
捜
索
及
び
救
助
　
　
F
　
　
　
　
　
　
　
　
，

　
㈲
各
締
約
政
府
は
、
沿
岸
の
監
視
及
び
沿
岸
水
域
に
ポ
け
る
遭
難
者
の
救
助

．
の
た
め
必
繁
措
置
が
執
ら
れ
る
「
こ
と
を
確
保
す
る
こ
と
為
回
す
る
ゆ

　
　
こ
れ
ら
の
三
三
は
、
海
上
交
通
の
密
度
及
び
航
行
上
の
危
険
を
考
慮
し
て

　
こ
実
行
可
能
か
つ
泌
三
三
認
み
ら
れ
忌
忌
ま
安
全
施
設
の
設
置
、
」
三
三
及
び

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
H
心
◎
。
1

曽
＼

㊧⑱

碁
「
一
　
　
　
　
、

維
持
を
含
ま
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
ま
た
、
で
港
る
限
り
遭
難
者
の
位
置
の

探
知
及
び
救
助
の
た
め
十
分
な
手
段
を
提
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
o

1
μ
心
り
一

’

’
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f
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F
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，
　
■
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才
し
ー
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H
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3　宇宙関係諸条約への各国の加入状況
　　　　　　　　　　　　　　　　　腎　　∫（・昭1禾052年3月1日舌見学）

（1）締約国（加入国）数及び署名のみの国（署名のみで未加入国）数

　　　条約等

諱@別
宇宙条約 救助返還・協定 損害賠償条約 登録条約

締　　約・国 72 63　　　　　　　・36 3

署名のみの国 35 31　　　　　　　44 12の

（2）主要国の加入状況（○　締約国　△：署名のみの国〉

＼＼条約等　　　　、P

宇宙条約・ 救助返還協定
国　別

米　国　　　崇 ○ ○

ソ　連　　　※ ○ ○

フランス　　　※ ○

イギリス　　　※ ○． ○

ドイツ ○ ○

カナダ　1 ○【 ○

中　国　　　※

オ「ストラリヤ ○ △

：オランダ　． ○ △

スペイン ○

インド △

イン・ドネシア △

イタリヤ ○ △

日　本　　　巌 ○

P　7　嘘　○　，　●　ρ

洋）1． 以上の国はr．．即自の人工衛星を所
’”

ﾇ乏あある函
●　o　o　●　●　，　．　，　・

“　，　曹　9　・　一　g　o　o　●　孕

乞 ※のある国は，独自のロケットで
●，　o　…　　　　g　o　●　9

’三三は打ち王け涜ことのある国

損害賠償条約

○
○

○

○

○

△

△

登録条約

○
・
△
○
△

△
○

一150一

麟

爾

…
…
　
i
ー
ー
ム

＠

＄


